
○

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）

改

正

案

現

行

（
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
関
す
る
注
記
）

第
八
条
の
三
十
一

財
務
諸
表
提
出
会
社
が
公
共
施
設
等
運
営
事
業
（
民
間
資
金
等

（
新
設
）

の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
民
間
資
金
法
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公

共
施
設
等
運
営
事
業
ご
と
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
共
施
設
等
運
営
事
業
の
概
要

二

公
共
施
設
等
運
営
権
（
民
間
資
金
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設

等
運
営
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
減
価
償
却
の
方
法

２

更
新
投
資
（
公
共
施
設
等
運
営
権
者
（
民
間
資
金
法
第
九
条
第
四
号
に
規
定
す

る
公
共
施
設
等
運
営
権
者
を
い
う
。
）
が
行
う
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
お
け
る

公
共
施
設
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
を
い
う
。
）
の
維

持
管
理
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
公
共
施
設
等
運
営
事

業
ご
と
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
（
民
間
資
金
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共

施
設
等
の
管
理
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
公
共
施
設

等
運
営
権
者
に
対
し
て
、
更
新
投
資
の
内
容
の
大
部
分
を
実
施
す
る
義
務
を
課

し
て
お
り
、
か
つ
、
公
共
施
設
等
運
営
権
の
取
得
時
に
、
当
該
更
新
投
資
の
う

ち
資
本
的
支
出
に
該
当
す
る
部
分
（
当
該
資
本
的
支
出
に
該
当
す
る
部
分
の
う

ち
所
有
権
が
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
に
帰
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
し

て
、
公
共
施
設
等
運
営
権
者
が
運
営
権
設
定
期
間
（
民
間
資
金
法
第
十
七
条
第

三
号
に
掲
げ
る
公
共
施
設
等
運
営
権
の
存
続
期
間
を
い
う
。
）
に
わ
た
つ
て
支
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出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
額
の
総
額
及
び
支
出
時
期
を
合
理
的
に
見
積
る
こ
と
が

で
き
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

イ

主
な
更
新
投
資
の
内
容
及
び
当
該
更
新
投
資
を
予
定
し
て
い
る
時
期

ロ

更
新
投
資
に
係
る
資
産
及
び
負
債
の
会
計
処
理
の
方
法

ハ

更
新
投
資
に
係
る
資
産
の
減
価
償
却
の
方
法

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て

は
、
更
新
投
資
に
係
る
資
産
の
会
計
処
理
の
方
法
に
限
る
。
）

ロ

翌
事
業
年
度
以
降
に
実
施
す
る
と
見
込
ま
れ
る
更
新
投
資
の
う
ち
、
当
該

更
新
投
資
に
よ
る
支
出
額
を
合
理
的
に
見
積
る
こ
と
が
で
き
る
更
新
投
資
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
更
新
投
資
の
内
容
及
び
そ
の
金
額

３

前
二
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成

し
て
い
る
場
合
に
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
無
形
固
定
資
産
の
範
囲
）

（
無
形
固
定
資
産
の
範
囲
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

公
共
施
設
等
運
営
権

（
新
設
）

十
四

（
略
）

十
三

（
略
）

（
無
形
固
定
資
産
の
区
分
表
示
）

（
無
形
固
定
資
産
の
区
分
表
示
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

公
共
施
設
等
運
営
権

（
新
設
）

十
二

（
略
）

十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
二
十
九
条

前
条
第
一
項
第
十
二
号
の
資
産
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額

第
二
十
九
条

前
条
第
一
項
第
十
一
号
の
資
産
の
う
ち
、
そ
の
金
額
が
資
産
の
総
額
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の
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科

の
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科

目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

（
流
動
負
債
の
区
分
表
示
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る
負
債

（
新
設
）

十
五

（
略
）

十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
五
十
条

前
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
項
目
に
属
す
る
負
債
の
う
ち
、
株
主

第
五
十
条

前
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
項
目
に
属
す
る
負
債
の
う
ち
、
株
主

、
役
員
若
し
く
は
従
業
員
か
ら
の
短
期
借
入
金
等
の
短
期
債
務
又
は
そ
の
他
の
負

、
役
員
若
し
く
は
従
業
員
か
ら
の
短
期
借
入
金
等
の
短
期
債
務
又
は
そ
の
他
の
負

債
で
、
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に

債
で
、
そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば

つ
い
て
は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
固
定
負
債
の
区
分
表
示
）

（
固
定
負
債
の
区
分
表
示
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る
負
債

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
五
十
三
条

第
五
十
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
項
目
に
属
す
る
負
債
の
う
ち

第
五
十
三
条

第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
項
目
に
属
す
る
負
債
の
う
ち

、
株
主
、
役
員
若
し
く
は
従
業
員
か
ら
の
長
期
借
入
金
又
は
そ
の
他
の
負
債
で
、

、
株
主
、
役
員
若
し
く
は
従
業
員
か
ら
の
長
期
借
入
金
又
は
そ
の
他
の
負
債
で
、

そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て

そ
の
金
額
が
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
の
百
分
の
五
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

は
、
当
該
負
債
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。
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○ 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和三十八年大蔵省令第五十九号） 

改  正  案 現     行
様式第五号 

【貸借対照表】 

（単位：  円）

前事業年度 当事業年度 

（平成 年 月 日） （平成 年 月 日） 

資産の部      

 流動資産     

（略）  

 固定資産     

有形固定資産   

   （略）  

無形固定資産   

（略）  

   リース資産  ××× ×××

公共施設等運営権 ××× ×××

   ………………  ××× ×××

無形固定資産合計 ××× ×××

投資その他の資産  

   （略) 

固定資産合計 ××× ×××

繰延資産 

（略） 

資産合計 ××× ×××

負債の部  

流動負債  

  （略） 

資産除去債務 ××× ×××

  公共施設等運営権に係る負債 ××× ×××

株主、役員又は従業員からの 

短期借入金 ××× ×××

  （略） 

流動負債合計 ××× ×××

固定負債  

  （略） 

資産除去債務 ××× ×××

  公共施設等運営権に係る負債 ××× ×××

……………… ××× ×××

  固定負債合計 ××× ×××

負債合計 ××× ×××

純資産の部 

様式第五号 

【貸借対照表】 

（単位：  円）

前事業年度 当事業年度 

（平成 年 月 日） （平成 年 月 日） 

資産の部      

 流動資産     

（略） 

 固定資産     

有形固定資産   

   （略）  

無形固定資産   

（略）  

   リース資産  ××× ×××

（新設）  

   ………………  ××× ×××

無形固定資産合計 ××× ×××

投資その他の資産  

   （略) 

固定資産合計 ××× ×××

繰延資産 

（略） 

資産合計 ××× ×××

負債の部  

流動負債  

  （略） 

資産除去債務 ××× ×××

  （新設） 

株主、役員又は従業員からの 

短期借入金 ××× ×××

  （略） 

流動負債合計 ××× ×××

固定負債  

  （略） 

資産除去債務 ××× ×××

  （新設） 

……………… ××× ×××

  固定負債合計 ××× ×××

負債合計 ××× ×××

純資産の部 
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改  正  案 現     行
（略） 

負債純資産合計 ××× ×××

（記載上の注意） 

 （略）

（略） 

負債純資産合計 ××× ×××

（記載上の注意） 

 （略）


